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(57)【要約】
　特に内視鏡又は同様のものにおいて使用するための制
御装置、ただし、各々が関節帯を包含する近位端区域と
遠位端区域とを有し、これらの端部区域間に配置される
共に曲げ耐性がある中央区域をも有する制御装置であっ
て、前記装置が、中空円筒外軸、中空円筒内軸を含み、
これらの２つの軸間に配置される制御要素をも含み、こ
の制御要素が、実質的に前記制御装置の前記近位端区域
から前記遠位端区域へと延びている共に、力を伝達する
２つ以上の長手方向要素を有し、前記長手方向要素が、
前記制御装置の周方向で実質的に規則正しい角距離にて
配置され、各々が共にその近位端及び遠位端の領域にお
いて周方向で接続される、制御装置において、前記制御
装置は、関節帯の一部が、前記制御装置の前記中央区域
の長手方向に対して、あるいはその近位端区域又は遠位
端区域に隣接する機能ユニットに対して、曲げ耐性のあ
るやり方でその助けにより固定可能である保持装置を含
むべきであることが提案される。従って、相違する作業
エリアについて、及び／又は、異なる寸法の作業エリア
について、前記器具を低コストで適合させることができ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に内視鏡又は同様のものにおいて使用するための制御装置であって、
　各々が関節帯を包含する近位端区域及び遠位端区域と、該区域間に配置される共に曲げ
耐性がある中央区域とを含み、
　更に、中空円筒外軸、中空円筒内軸を、ならびに、該軸間に配置される制御要素であっ
て、該制御装置の前記近位端区域から前記遠位端区域へと延びている、２つ以上の力を伝
達する長手方向要素を含み、
　前記長手方向要素が、前記制御装置の周方向で実質的に規則正しい角距離にて配置され
、該制御装置の前記近位端区域及び前記遠位端区域の近傍において周方向で互いに接続さ
れる、
制御装置において、
　前記制御装置が保持装置を含み、該保持装置により、関節帯の一部が、該制御装置の前
記中央区域の長手方向に対して、あるいは該制御装置の前記近位端区域又は遠位端区域に
隣接する機能ユニットに対して、曲げ耐性のあるやり方で固定可能であることを特徴とす
る制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の制御装置であって、前記保持装置が、前記制御装置の前記中央区域の
前記長手方向軸に沿って変位可能な、曲げ耐性のあるスリーブを含むことを特徴とする制
御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の制御装置であって、前記曲げ耐性のあるスリーブが、前記外軸の外周
に配置されることを特徴とする制御装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の制御装置であって、前記保持装置が、前記機能ユ
ニット上で支持されている保持要素を含むことを特徴とする制御装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の制御装置であって、前記保持装置が、１つ以上の
所定の位置に位置決め可能であり、好ましくは固定可能であることを特徴とする制御装置
。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の制御装置であって、力を伝達する前記長手方向要
素が、側方で相互に離間するように配置されることを特徴とする制御装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の制御装置であって、力を伝達する前記長手方向要素間にスペーサが配
置されることを特徴とする制御装置。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の制御装置であって、力を伝達する前記長手方向要
素が、前記制御装置の長手方向に沿って互いに少なくとも部分的に直接接触するように配
置されることを特徴とする制御装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の制御装置であって、力を伝達する前記長手方向要
素が、前記外軸及び前記内軸により径方向に案内されることを特徴とする制御装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の制御装置であって、前記制御要素が、少なくとも
前記近位端と遠位端との間の区域の領域において、力を伝達する前記長手方向要素を形成
する２つ以上の壁区分に細分されるシリンダ壁を有する中空円筒部品を含むことを特徴と
する制御装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の制御装置であって、前記２つ以上の壁区分が、前記中空円筒部品の
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前記遠位端にて、環状カラーによって共に堅く接続されることを特徴とする制御装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の制御装置であって、前記２つ以上の壁区分が、前記中空円
筒部品の近位端の近傍において共に堅く接続されることを特徴とする制御装置。
【請求項１３】
　請求項１０～１２のいずれか１項に記載の制御装置であって、前記中空円筒部品が、一
体のやり方で形成されることを特徴とする制御装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の制御装置であって、前記中空円筒部品が、単一の長さの管から作製
されており、前記シリンダ壁が、好ましくはレーザ切断工程によって壁区分へ細分される
ことを特徴とする制御装置。
【請求項１５】
　請求項１０～１４のいずれか１項に記載の制御装置であって、前記中空円筒部品が合金
鋼又はニチノール製であることを特徴とする制御装置。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか１項に記載の制御装置であって、力を伝達する前記長手方向
要素の前記近位端及び遠位端が、周方向にみて相違する角度位置で固定されるように、力
を伝達する前記長手方向要素の、少なくとも複数の区域が螺旋状に配置されることを特徴
とする制御装置。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の制御装置であって、力を伝達する前記長手方向
要素が、ケーブル又は針金の形態であることを特徴とする制御装置。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の制御装置であって、力を伝達する前記長手方向
要素が、バナナ様の断面を有することを特徴とする制御装置。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の制御装置であって、該制御装置の前記長手方向での前記近位関節帯
の広がりが、前記遠位関節帯の広がりと相違することを特徴とする制御装置。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか１項に記載の制御装置であって、前記関節帯のうちの少なく
とも１つが弾性であることを特徴とする制御装置。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の制御装置であって、前記外軸及び／又は内軸の
前記関節帯が、周方向に延びている相互に離間する複数の溝のある壁区域を含むことを特
徴とする制御装置。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の制御装置であって、２つ以上の、特に３つ以上の溝が周方向で順々
に配置されることを特徴とする制御装置。
【請求項２３】
　請求項２１又は２２に記載の制御装置であって、３つ以上の溝が、軸方向で互いに隣り
合って配置されることを特徴とする制御装置。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の制御装置であって、相互に隣り合った前記溝が、周方向で相互に変
位することを特徴とする制御装置。
【請求項２５】
　請求項２１～２４のいずれか１項に記載の制御装置であって、前記溝が、前記シリンダ
壁を完全に貫通する溝であることを特徴とする制御装置。
【請求項２６】
　請求項２１～２５のいずれか１項に記載の制御装置であって、前記溝を区切る壁表面が
、径方向に対して鋭角に配置されることを特徴とする制御装置。
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【請求項２７】
　請求項２６に記載の制御装置であって、同一の溝の対向する壁表面が鏡像的であり、軸
の外周での溝幅が、内周に隣り合った溝幅よりも大きいことを特徴とする制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高精度の工学的又は外科的応用例のための、例えば内視鏡又は同様のものに
おいて使用するための制御装置に関する。
【０００２】
　本発明は、特に、極度に厳密な低侵襲性の機械的応用例又は外科的応用例のための器具
用の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　このような制御装置は、技術の現状において知られており、各区域が関節帯を含む、近
位端区域、即ち使用者／外科医の方を向く区域と、遠く離れた又は遠位端区域とを有し、
これらの端部区域間に配置される共にしばしば曲げ耐性がある中央区域をも有する。これ
らの制御装置は、更に、中空円筒外軸、中空円筒内軸をも含み、これらの軸間に配置され
た制御要素であって、実質的に制御装置の近位端区域から遠位端区域へと延びている共に
、力を伝達する２つ以上の長手方向要素を有する制御要素をも含む。力を伝達する長手方
向要素は、制御装置の縁部の周りで実質的に均一に配置され、近位端区域及び遠位端区域
の近傍において周方向で互いに接続される。近位端区域での枢動運動を遠位端区域での対
応する枢動運動に張力及び圧縮力の助けにより変換することができ、この張力及び圧縮力
を長手方向要素によって伝達することができる。
【０００４】
　この種類の制御装置は例えばWO 2005/067785 A1から知られており、周方向で互いに直
接隣り合って配置されてこれによって相互誘導を提供する、針金又はケーブルの形態の、
力を伝達する非常に多数の長手方向要素が使用される。中空円筒外軸及び中空円筒内軸は
、力を伝達する長手方向要素を径方向に誘導することに利用可能であり、これによって、
力を伝達する長手方向要素の各方向での誘導が確実になる。
【０００５】
　一般に、制御装置の近位端に、手動で動作させることのできる把持部が装着されるが、
当然ながら、その場所をモータ作動式の動作要素により占有することができる一方で、頭
部とも呼ばれる遠位端には、機能部品、特に、工具、カメラ、照明要素、及び同様のもの
を取り付けることができる。
【０００６】
　例えば機械学の分野において、このような制御装置を含む器具の助けにより、複雑で内
部にアクセスするのが困難な、例えばエンジン、機器、放射器、及び同様のもの等を検査
し修理することができ、あるいは、上で検討された種類の低侵襲性手術を実行することさ
えできる。
【０００７】
　従来の制御装置は、関節帯の構造又は構成から生じる、最大限許容できる、異なる曲げ
角度で製造することができる。このことにより、遠位端に取り付けられた機能部品の作業
エリアは様々な寸法になる。
【０００８】
　数多くの応用例において、制御装置が設けられている器具は、遠位端区域に据付けられ
た機能部品の交換、洗浄、維持、又は追加の理由にかかわらず、作業エリアから除去し、
その後再導入する必要がある。器具が先ほどの作業エリアに再挿入された後は、先ほどの
作業位置は、極力単純なやり方で再確立されることが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】WO 2005/067785 A1
【特許文献２】WO 2009/112060 A1
【特許文献３】WO 2009/098244 A2
【特許文献４】WO 2007/146842 A2
【特許文献５】US 2005/096694 A1
【特許文献６】US 2008/234545 A1
【特許文献７】US 2006/178556 A1
【特許文献８】DE 20 2009 012 795 U1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、様々な作業エリア、及び／又は作業エリアの多様な寸法に向けて前記
器具を装備することに伴う出費を最小限にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上で記載した前記制御装置と合わせて、この目的を達成するための解決法を
提案しており、そこでは、前記制御装置は保持装置を含み、この保持装置の助けにより、
関節帯の一部が、前記制御装置の前記中央区域の長手方向に対して、あるいはその前記近
位端区域又は遠位端区域に隣接した機能ユニットに対して、曲げ耐性のあるやり方でその
助けにより固定可能である。
【００１２】
　前記制御装置において使用される、本発明による前記保持装置の助けにより、前記遠位
関節帯の最大曲げ角度は、前記関節帯が前記近位端区域の端部にて短縮され、これによっ
て、前記近位端区域の端部での最大曲げ角度が結果として構成に依存して低減するという
点で、多様なやり方で設定することができる。前記遠位端区域の端部及びその前記関節帯
での曲げ角度が前記近位端区域での曲げ角度に依存することから、前記遠位端区域の最大
曲げ角度もこれによって限定される。
【００１３】
　それ故に、本発明のおかげで、全く同一の制御装置を活用する、新規に生じるあらゆる
応用例のために、最大曲げ角度を新たに設定することができ、あるいは、最大曲げ角度は
、前記応用例の間にさえもやはり変化させることができるので、例えば内視鏡的技術を用
いて病理学的構造を除去する際に、執刀医により目視される前記作業エリアの寸法を、規
定されたやり方で調整することができる。
【００１４】
　本発明による前記制御装置の第１変形によれば、前記保持装置は、前記制御装置の前記
中央区域の長手方向軸に沿って変位可能な、曲げ耐性のあるスリーブを含む。
【００１５】
　前記曲げ耐性のあるスリーブが前記中央区域から前記近位関節帯の一部にわたって前記
制御装置の長手方向軸と平行に押される場合、これにより、前記関節帯が短縮され、従っ
て、最大曲げ角度が低減されることになる。
【００１６】
　前記変位可能な曲げ耐性のあるスリーブは、原則として、前記制御装置の内部に収容す
ることができるであろう。一方、このスリーブが前記外軸の外周に配置されることは、よ
り容易にアクセス可能となり、ここに設置することが容易になるため、好適である。
【００１７】
　本発明による前記制御装置の別の変形によれば、前記保持装置は、前記近位端区域の前
記機能ユニット上、即ち通常は動作ユニット上で支持されている保持要素を含み、このこ
とは、前記関節帯が近位端側から短縮でき、前記制御装置が、大きめの長さ部分にわたっ
て不変のまま留まることになって例えば套管針に押し込むことができるという利点をもた
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らす。
【００１８】
　前記動作ユニット上に支持されている前記保持要素は、好ましくは、前記外軸の外周に
沿って変位させることのできるリングを包含し、前記動作ユニット上で、線形の誘導機構
を有する棒によってしっかりと保持される。
【００１９】
　本発明による前記制御装置では、前記保持装置が、１つ又は複数の所定の位置に位置決
め可能であり、好ましくは固定可能でもあるように設計されることが特に好適である。
【００２０】
　それ故に、前記制御装置の最大曲げ角度は最初から指定しておくことができ、特に、前
記保持装置の前記所定の位置により、予め規定しておいたやり方で制限することもできる
。
【００２１】
　前記動作ユニットにより支持されている保持装置が使用される場合、本発明による前記
制御装置が使用中である場合であっても、最大曲げ角度は、新規に生じる任意の起こり得
る問題に、単純なやり方で適合させることができる。
【００２２】
　本発明による前記制御装置では、力を伝達する前記長手方向要素が互いから側方で離間
していることが好適である。このことは、前記制御装置が動作している際の前記長手方向
要素間における摩擦力の発生を防止し、その力節約的な動作を確実にする。
【００２３】
　制御装置の種類によっては、前記長手方向要素が前記制御装置の長さ部分に沿って所与
の位置に保持されるように、力を伝達する前記長手方向要素間にスペーサが配置されるこ
とが重要なことがある。
【００２４】
　この代案として、力を伝達する前記長手方向要素が、前記制御装置の長手方向に沿って
互いに少なくとも部分的に直接接触するように配置されることを実現することもでき、こ
れによって、多くの事例において、専らこの配置により、十分な側方誘導又は周縁方向へ
の誘導が実現されることになる。
【００２５】
　厳密に予測可能な、付随する遠位端の曲げ運動により、前記長手方向要素の、特に単純
な、しかしそれでもやはり厳密な誘導が得られるように、力を伝達する前記長手方向要素
が前記外軸及び前記内軸により径方向に案内されることが特に好適である。
【００２６】
　本発明の好適な実施形態において、前記制御装置は中空円筒部品を含む制御要素を有し
、そのシリンダ壁は、少なくとも近位端と遠位端との間の区域の領域において、力を伝達
する前記長手方向要素を形成する２つ以上の壁区分に細分される。
【００２７】
　この点に関して、前記２つ以上の壁区分は、前記中空円筒部品の遠位端にて、環状カラ
ーによって共に堅く接続することができる。
【００２８】
　更に、前記２つ以上の壁区分は、前記中空円筒部品の近位端の近傍において共に堅く接
続することができる。
【００２９】
　前記中空円筒部品が一体的に形成されることが特に好適である。ここで、その場合、前
記制御装置を組立てる際に必要となる行為は特に単純になる。更に、前記一体の部品は、
前記壁区分の相互配向に関して、特に厳密なやり方で作製することができる。
【００３０】
　この設計の制御装置は、特に、単一の長さの管から作製された中空円筒部品を含み、こ
れによって、前記シリンダ壁の、壁区分への分割は、好ましくは、レーザ切断工程によっ
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て実施される。
【００３１】
　更に、この種類の制御装置は、例えば約２ｍｍ以下、特に約１．５ｍｍという非常に小
さい外径で実現化することができるが、それでもやはり、その内部に残っている内腔は、
他の機能を実施できるように十分に大きい。例えば、前記内腔は、組織片を手術の場所か
ら搬出し、特に組織片を吸い出せるようにすることにとって、あるいは、手術が実行され
ている地点に光源及びその関連の光学システムをもたらすことにとって、やはり十分であ
る。
【００３２】
　自明であるように、本発明による前記制御装置が任意の寸法の直径を有することも可能
である。
【００３３】
　前記制御装置、特に前記中空円筒部品の形態の前記制御要素の製造用に特に有用な材料
として、合金鋼又はニチノールがある。
【００３４】
　本発明の更なる好適な制御装置において、力を伝達する前記長手方向要素のうちの少な
くとも複数の区域は、その近位端及び遠位端が周方向での相違する角度位置において固定
されるように螺旋状に配置されることが実現される。これによって、遠位端の前記枢動運
動を、近位端の前記枢動運動の平面以外の平面内で行うことができるという効果、さもな
くば、前記制御装置がＵ形をとるように近位端及び遠位端の枢動方向がいわば対向すると
いう効果を達成することができる。これは、力を伝達する前記長手方向要素の近位端及び
遠位端が周方向に１８０°だけ異なる角度位置で固定されている事例である。
【００３５】
　力を伝達する前記長手方向要素は、異なる仕方で構成することができ、特に、ケーブル
又は針金の形態とすることができる。
【００３６】
　更に、力を伝達する前記長手方向要素は、バナナ様の断面を有することができる。
【００３７】
　前で既に説明したように、特に好適な実施形態において、力を伝達する前記長手方向要
素は中空円筒部品から形成されており、前記シリンダ壁は、力を伝達する前記長手方向要
素を形成する目的で、軸方向でその大きめの部分にわたって、特にほぼその長さ部分全体
にわたって、例えばレーザ切断工程等によって切り込まれている。これによって、前記長
手方向要素は、円弧の形をとる断面を有する前記シリンダ壁の区分により形成される。
【００３８】
　好ましくは、前記壁区分の断面は、約２０°以上、特に３０°以上の円弧角に対応する
円弧の断面である。
【００３９】
　壁区分の数は、好ましくは４～１６の範囲内、より好ましくは６～１２の範囲内に在る
。
【００４０】
　前記壁区分間の周方向での間隔は（この間隔は溝幅に対応している）、角度の単位で測
定すると、好ましくは、約２°～１５°、より好ましくは約４°～約８°に達する。
【００４１】
　前記レーザ切断工程から生じる溝幅は、必要な場合、残っているストリップ様の前記壁
区分を互いに向かって接触させずに移動できるように増加させることができる。前記長手
方向要素の断面が円弧の形態であることに起因して、引張荷重又は圧縮荷重がある場合で
あっても、前記関節領域において前記長手方向要素が非接触にされる状態も保たれる。こ
のことは特に、前記長手方向要素を内軸と外軸との間で径方向に案内する際に当てはまる
。
【００４２】
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　前記中空円筒要素の前記２つの端部領域は、溝のない状態に留まっているので、前記長
手方向要素は共に、前記リングカラーにより接続された状態に留まる。
【００４３】
　更に、本発明による前記制御装置において、前記制御装置の長手方向における前記近位
関節帯の広がりが、前記遠位関節帯の広がりとは相違することを実現することができる。
このような方策は、近位端での角運動が比較的大きくなれば前記遠位端区域での角変化が
小さくなり、あるいはその逆であるように、異なる伝達率が実現されることを許容する。
【００４４】
　前記近位関節帯及び前記遠位関節帯の長さの比を所与の限度内で自由に変化させること
ができるということにおいても、本発明による前記制御装置の更なる実質的な態様が在る
。従って、長さ比は、適宜、前記近位端区域の前記枢動運動の、前記遠位端区域及びそこ
で保持されている前記機能ユニットの枢動運動への対応する変換を提供するように調整す
ることができる。
【００４５】
　本発明による更なる好適な制御装置において、前記関節帯の少なくとも１つが弾性であ
り、力を加え終わった後に、前記曲がった端部区域が少なくとも部分的に自動的に回復す
ることになることを実現することができる。
【００４６】
　好ましくは、前記外軸及び／又は内軸の前記関節帯は、周方向に延びる複数の溝を有し
、これらの溝は、壁エリアにより互いから周方向又は軸方向で分離されている。
【００４７】
　ここでも、前記外軸及び／又は内軸用に、一体の管の長さ部分を使用することができる
。
【００４８】
　上で既に記載したような、一体の管の長さ部分から製造されている制御要素と合わせて
、最も単純な事例における結果として、前記外軸、前記制御要素、及び前記内軸の機能を
提供する３つの望遠鏡的管から成る、非常に薄い壁のある、それでもやはり機械的に負荷
に耐える構造があり、これによって、前記制御装置によって置かれた例えば把持器等の装
置を、一方の要素及び他方の要素の運動間にクロストークを引き起こすことなく作動させ
位置決めすることができる。特に、前記制御要素自体の枢動角及び位置がこれによって変
更されることなしに、あるいは、そのようなものとしての前記把持機能が影響を受けるこ
となしに、前記制御装置内で例えば把持器を案内し回転させることができる。逆の運動が
、同じく少ない程度に誘発されるが、３６０°の回転運動は問題ない。
【００４９】
　更に、これらの制御装置は、容易に分解し、殺菌し、その後、再組立することができる
。
【００５０】
　それぞれの壁区域が、周方向で順々に配置される２つ以上の、特に３つ以上の溝を含む
べきであることが好適である。この点に関して、前記溝は、好ましくは、互いから周方向
で等しく離間するように配置される。
【００５１】
　軸方向において、前記好適な制御装置の前記関節帯は、互いに隣り合って配置される３
つ以上の溝を有するので、これによって、隣り合った前記溝が周方向で相互に変位するこ
とが好適である。前記溝が互いから軸方向でその分だけ離間している間隔は同じであって
もあるいは変化していてもよく、これによって、関節継ぎ手の特性、特に曲げ半径に影響
を与えることができる。
【００５２】
　通常、前記溝が、前記シリンダ壁を完全に貫通する溝であることが実現される。一方、
前記溝が、前記軸の前記壁を完全に貫通するのではなく、特にその内周に到達する前に終
端している場合にも、非常に申し分のない曲げ特性を得ることができる。従って、前記軸
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の前記壁は概して閉じたままであり、このことは、特に前記外軸の場合、幾つかの応用例
において望ましい。
【００５３】
　前記溝にとって好適な幾何学形状とは、前記溝に接する壁表面が径方向に対して鋭角に
配置される幾何学形状である。この点に関して、同一の溝の対向する壁表面は、好ましく
は鏡像的であり、前記溝の幅は、軸の外周では、隣り合う内周での幅よりも大きい。
【００５４】
　互いから軸方向で離間している前記溝は、好ましくは周方向で重複するように配置され
るが、前記溝が規則正しく配置されるように相互に変位する。
【００５５】
　この点に関して、前記溝の壁表面は、軸方向に対して９０°とは相違する角度で傾ける
ことができ、前記溝の外周での幅は、前記外軸の内周よりも大きい。その結果、溝幅が小
さくても、溝の数を増加させる必要なく、あるいは、前記関節領域を、より大きい軸方向
長さにわたって延ばす必要なく、適度に大きい枢動角を実現化することができる。
【００５６】
　本発明のこれらの利点及び更なる利点が、以下で図面の助けにより、より詳細に記載さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明による制御装置の、３つの要素、つまり外軸、制御要素、及び内軸から成
る基本構造を描く部分図ａ、ｂ、及びｃ；別の制御要素を描く部分図１ｄ。
【図１ｅ】図１ｄの制御要素又は図１の制御装置の断面を描く図。
【図１ｆ】図１ｄの制御要素又は図１の制御装置の断面を描く図。
【図２】本発明による制御装置の代表的な運動パターン。
【図３】図１ａ及び図１ｃの制御装置の関節帯の例示的な実施形態（図３Ａ及び図３Ｂ）
。
【図４】本発明による制御装置の更に別の制御要素（図４Ａ及び図４Ｂ）。
【図５】本発明による制御装置の全体図。
【図６】本発明による制御装置の変形の動作原理。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　図１は、技術の現状、例えばWO 2005/067785 A1から知られているような、及び、本発
明の基礎を成すこともできるような制御装置１０の構造を示す。
【００５９】
　この点に関して、制御装置１０は、中空円筒外軸１２、中空円筒内軸１４を含み、これ
らの軸間に配置される制御要素１６をも含む。
【００６０】
　外軸及び内軸１２、１４は、及び制御要素１６も、実質等しい長さであり、その外径及
び内径又は壁厚は、制御要素が外軸へと精密に嵌合するように摺動できるような仕方で、
及び、内軸１４が制御要素１６の内部へと精密に嵌合するように、寸法されている。内腔
の形態である内軸１４の内部は、器具制御部、カメラ又はその他の光学要素への給電線、
及び同様のものの導入用に、広がったままである。制御要素１６は、外軸及び内軸１２、
１４の壁により径方向に案内される。
【００６１】
　制御装置１０は、各々がそれぞれの関節帯２２及び２４を含む近位端区域１８を、及び
遠位端区域２０をも有する。
【００６２】
　通常、関節帯２２、２４は、外軸及び／又は内軸１２、１４を適切に設計することによ
り形成され、これによって、技術の現状では、とりわけWO 2005/067785 A1において、幾
多の提案が記録されている。
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【００６３】
　図１において、関節帯２１、２４は単に蛇腹型構造の形態で示されている。
【００６４】
　図１ａ、図１ｂ、及び図１ｃでは、図１の制御装置１０の個々の要素が再度示されてお
り、図１ａは外軸１２を、図１ｂは制御要素１６を、図１ｃは内軸１４を表している。
【００６５】
　関節帯２２及び２４に対応する領域における外軸１２の構造により、この領域における
外軸１２の関節能力又は曲げ能力が確実になる。ここでは例えば、前述のように、蛇腹様
構造を使用することができよう。別法として、関節帯２２、２４に対応する区域における
外軸１２の壁を弱化することにより、必須の曲げ特性又は可撓性を生成することもできよ
う。
【００６６】
　図１ｃの内軸１４は、図１ａの外軸１２の構造と同様の構造を呈することができるので
、図１ａの記載を参照することができる。
【００６７】
　図１ｂの制御要素１６は、制御要素１６の長手方向に対して平行に配置される、及び、
制御要素１６の周方向でのそれぞれの端部にて側方で互いに側方で接続されて環状カラー
２８、３０を形成している、非常に多数の、本例では８つの、力を伝達する長手方向要素
を含む。
【００６８】
　図１ｄは、一体の管１７の長さ部分から例えばレーザビーム切断工程を用いて製造され
ている制御要素１６’という別の実施形態を示す。
【００６９】
　レーザビーム切断工程により管１７内に形成される溝１９は、ほぼ管１７の長さ部分全
体にわたって延びているので、近位端及び遠位端には、力を伝達する長手方向要素として
機能する壁区分２１と相互接続する、溝のない環状カラー２８’、３０’が残っているの
みである。
【００７０】
　図１ｅは、図１ｄの制御要素を通る断面図を示すが、図１ｅでは壁区分２１が４つのみ
存在する。壁区分２１の円弧切片は、約８２°～８６°である円弧角αに対応している。
溝１９の周方向での広がりは、約４°～８°である角度βに対応している。
【００７１】
　図１ｆは制御装置１０の断面図を示しており、制御要素として、全部で４つの区分２１
を備えてはいるが、図１ｄの制御要素１６’が使用されている。
【００７２】
　例示により、外径Ｄが約２．５ｍｍ、及び内径が約１．８ｍｍであることに言及されて
いる。
【００７３】
　制御装置１０内で外軸１２と内軸１４との間に、力を伝達する長手方向要素２６が誘導
されることに起因して、近位端区域１８が枢動すると、遠位端区域の関節帯２４が、同一
枢動平面内であるが反対方向に、同じ角度量で曲がる結果となる。このような状況が図２
に示されている。
【００７４】
　内軸及び外軸の可撓性区域２２、２４の形態の多関節区域の設計は、多くの種類とする
ことができる。
【００７５】
　図３Ａ及び図３Ｂは、可撓性区域についての関連する設計である、ここでは外軸１２の
区域２２’及び２２”の形態の、２つの変形を示す。内軸１４の可撓性区域にも、同じ種
類の設計が適している。
【００７６】
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　２つの変形に共通しているのは、中空円筒軸内で周方向に延びている溝４７の形態の、
溝のある構造の使用である。好ましくは、周縁線に沿って、ウェブ４９により互いから分
離している２つ以上の溝が設けられる。たった１つの周縁線に沿った溝の配置では、非常
に小さい枢動角しか可能でないであろうことから、溝のある代表的な関節帯２２’の構造
においては、軸方向に離間する、溝４７を包含している複数の周縁線が設けられる。軸方
向での隣り合った溝４７が周方向で相互に変位し、これによって幾つかの平面内で曲げ可
能性を引き起こすことが好適である。
【００７７】
　図３Ｂにおいては、１つの周縁線につき、ウェブ４９により互いから分離している２つ
の溝４７がある。図３Ａでは３つの溝４７がある。両方の事例において、溝のある構造は
通常、互いから軸方向に離間している幾つかの周縁仮想線に沿って配置される非常に多数
の溝４７から成る。許容できる枢動角は、非常に単純なやり方で予め決めておくことがで
き、例えば曲げ耐性等、関節区域の更なる特性も、溝のある構造及び溝の数を選択するこ
とにより、特定の応用例に適合させることができる。
【００７８】
　力を伝達する長手方向要素の近位端及び遠位端が、周方向で、或る角度量だけ、例えば
図４Ａ及び図４Ｂの例に示すように１８０°だけ相違する角度位置に設定されている制御
要素を使用すると、遠位関節区域が、近位端の枢動運動に対して、所望する他の所定の方
向へ、即ち、同一平面内にはない方向へさえも枢動することが可能である。
【００７９】
　図４Ａは、本発明による制御装置１０用の制御要素４０を示しており、力を伝達する８
つの長手方向要素４２が、その長さ部分全体にわたって螺旋形状に配置され、近位環状カ
ラー及び遠位環状カラー４４、４６にて１８０°の変位で固定されている。
【００８０】
　ここで、制御装置１０の近位区域１８が上方向へ枢動運動すると、同様に、遠位区域２
０も同一平面内で上方枢動運動する。
【００８１】
　代表的な制御要素の直径が数ミリメートルにしか達しないが、他方で、制御要素の必要
な長さが１０ｃｍ又はそれよりも著しく多い長さに達することを考慮すると、螺旋状に配
置された長手方向要素が制御要素の長手方向から離れる角度は、図４Ａ及び図４Ｂが場合
によって示唆し得るよりも実質小さい。このことを一層大いに明確にするために、ここで
２つの数値例が提示される。
【００８２】
　通常、神経外科において利用されるような器具の場合、制御装置の長さは約３０ｃｍに
達する。従って、関連する制御要素４０、４０’の長さも同様に３０ｃｍに達する。制御
要素４０、４０’の外径は通常１．７ｍｍに達する。力を伝達する長手方向要素４２、４
２’の近位端及び遠位端がそれぞれの環状カラー４４、４６及び４４’、４６’にて固定
される角度が１８０°の角度変位であることが選択される場合、長手方向要素は螺旋状パ
ターンになり、螺旋は、要素の長手方向軸に対して約０．５°の角度で傾く。
【００８３】
　腹腔鏡検査に利用される器具の場合、制御装置は、制御要素４０、４０’の長さに対応
する長さである例えば２２ｃｍの長さを有する。制御要素４０、４０’の外径は比較的に
大きく、約９．７ｍｍに達する。制御装置１０の長さがこのように短めであるが、同時に
直径がかなり大きめであるので、螺旋が制御要素４０、４０’の長手方向軸に対して傾く
角度は３．９°が得られ、ここでこの螺旋に沿って力を伝達する長手方向要素４２、４２
’が配置される。
【００８４】
　上で略述されている２つの例は極端な例と解されるべきであるが、本発明による制御装
置１０の圧倒的大多数の場合、長手方向要素４２、４２’の、制御要素４０、４０’の長
手方向軸に対する傾き角は、これらの例に挙げられている限界内に含まれることになる。



(12) JP 2012-527919 A 2012.11.12

10

20

30

40

50

【００８５】
　図４Ａ及び図４Ｂの助けにより上に記載された１８０°以外の変位が選択されると、例
えば変位が９０°である場合、遠位端２０は異なる運動方向が得られ、近位区域１８が紙
面内で曲がることにより、遠位端２０は紙面から垂直に偏向する。
【００８６】
　好ましくは、本発明による制御装置の制御要素は交換可能であるので、単に制御要素１
６、１６’又は４０、４０’を交換することにより、制御装置１０に、相違する運動幾何
学形状を与えることができる。
【００８７】
　図４Ｂは、図１ｄの制御要素１６’と同様のやり方でレーザ切断工程により一体の管の
長さ部分から形成される制御要素４０’の変形を示している。これによって製造された壁
区分４２’は、溝４３’により互いから分離されており、環状カラー４４’、４６’の領
域においてのみ力ロック式のやり方で共に接続される。壁区分に螺旋状パターンがある利
点は、螺旋状のやり方で走る長手方向要素４２を含む制御要素４０についてと同じである
。
【００８８】
　最後に、図５は、本発明を、その近位端区域１８にて操作装置５０に取り付けられてい
る制御装置１０に基づいて示している。
【００８９】
　関節帯２２及び２４は実質等しい長さであるので、近位端区域１８が例えば３０°曲が
ると、遠位端区域２０の対応する曲げも同様に３０°になる。遠位端区域２０の曲げが実
施される方向は、ここでは詳細に示されていない制御要素の選択、及び、力を伝達する長
手方向要素の端部の、上で詳細に記載されたような固定に依存する。
【００９０】
　図５に示されている制御装置１０は、更に、その中央区域２５に重ねることができるよ
うに制御装置１０の外軸に置かれている、長手方向で変位可能なスリーブ５３の形態の保
持装置５２を有する。
【００９１】
　スリーブ５３が近位端区域１８に向かって変位してこの関節帯２２に重ねられると、関
節帯２２は短くなり、これによってその最大曲げ角度が制限される。従って、遠位端区域
２０の領域における許容できる曲げ角度を変化させることができるので、例えば、内視鏡
的技術を用いて病理学的構造を除去する際に、執刀医の見解で、規定される作業エリアを
調整することができる。
【００９２】
　図５は、クランク状に二重に屈曲された棒６０及び線形の誘導機構６２によって操作装
置５０に固定されている長手方向に変位可能なリング５８を含む保持装置５６の形態の保
持装置５２の、別の解決法を含む。スリーブ５３に関して前述したように、近位端区域の
曲げ運動に利用可能な関節帯２２の一部を、リング５８の位置を区域１８に沿って変化さ
せることにより短縮することができ、これによって、ここでも、遠位端区域２０での制限
された曲げ角度のみが可能になる。
【００９３】
　更に、スリーブ５３とリング５８の両方の事例において、遠位端区域２０での制限され
た作業エリアが調整されることが確実になるように、配置が、所定の位置に固定されるこ
と、即ち予め決まった関節帯の重なりにより固定されることが考えられる。
【００９４】
　他方で、スリーブ５３が遠位関節区域２０に向かって変位することも考えられる。その
際、これによって、近位端区域１８が相応に枢動運動すると、遠位端区域２０の領域では
、強化された、即ち、増強された枢動運動が生じる。
【００９５】
　同様に、いったん角度の制限が得られると、後の機会に常に正確に再確立することがで
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ークを提供することが考えられる。
【００９６】
　遠位端での枢動運動又は曲げ運動の上述の増幅効果を説明する目的で、近位端区域１０
２、遠位端区域１０４を、及びこれらの区域間に在る中央区域１０６をも有する制御装置
１００を示している図６に注目される。中央区域１０６には曲げ耐性がある一方で、近位
端区域及び遠位端区域１０２、１０４は各々、軸方向で測定されるそれぞれの長さＬ１及
びＬ２を有する関節帯１０８又は１１０を含む。これによって、長さＬ２は、長さＬ１よ
りも短くなるように選択される。図６ａは、その基本位置にある制御装置１００を示して
おり、そこでは、有効な力が近位端区域１０２に働いていない。
【００９７】
　図６ｂの図説で明確にされているように、近位端区域１０２が軸方向から枢動すると、
近位関節エリア１０８にて、曲がった端部領域１０２の外半径では関節帯１０８の長さが
増加してＬ１＋Δ１となるのに対して、内半径では長さが短縮されてＬ１－Δ２となる。
遠位端区域１０４については対応する長さ変化が生じ、外半径の長さがＬ２＋Δ２となり
、内半径の長さがＬ２－Δ１となる。関節帯１０８、１１０の長さＬ１及びＬ２が相違す
ることから、遠位端区域１４４は、増強された曲げ運動が不可避的に生じる結果となり、
近位端区域により指示された長さ変化に追従できるようになる。
【００９８】
　例えば、枢動運動の比例的に小さい、制限された近位作業エリアにおいて、遠位端での
所与の枢動半径を完全に使用できるようにするため、及び、極力大きい作業エリアを遠位
端にて利用可能にできるようにするために、この効果を使用することもできる。
【００９９】
　この原則は、本発明に関して、保持装置により一方の関節帯の長さが他方の関節帯に比
例して変化するという点で、多様なやり方で使用することができる（図５参照）。
【図１】 【図１ｅ】
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【図３】 【図４】
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